
 

 

 

 
道路メンテナンス事業補助制度要綱 

 
第１ 目的 

  この要綱は、地方公共団体が管理する、今後老朽化する道路構造物の増大に対応す

るため、地方公共団体が長寿命化修繕計画を策定することにより、従来の事後的な修

繕等の対策から予防的な対策へと円滑な政策転換を図るとともに、橋梁等の長寿命化

並びに橋梁等の修繕等に係る費用の縮減を図りつつ、地域の道路網の安全性・信頼性

を確保することを目的とする。 
 
第２ 定義 

１ この要綱において「長寿命化修繕計画」とは、インフラ長寿命化基本計画（平

成２５年１１月インフラ老朽化対策の推進に関する関係省庁連絡会議）に基づき、

インフラの維持管理・更新等を着実に推進するための中期的な取組の方向性を明

らかにするために地方公共団体が構造物毎に策定する、構造物の長寿命化並びに

構造物の対策の実施計画及び対策に係る費用に関する事項を定めた計画をいう。 
２ この要綱において「道路メンテナンス事業実施計画」とは、地方公共団体が長

寿命化修繕計画に基づき、当該年度において実施する構造物の老朽化対策の内容

及び費用に関する事項を定め、国土交通大臣に提出する計画をいう。 
３ この要綱において「構造物」とは、地方公共団体が管理する橋梁、トンネル、

道路附属物等（横断歩道橋、シェッド、大型カルバート、門型標識）の道路法施行

規則第４条の５の６の規定に基づいて行う点検の対象施設をいう。 
４ この要綱において「点検」とは、道路法施行規則第４条５の６の規定に基づく、

点検・診断等をいう。 
５ この要綱において「判定区分」とは、「トンネル等の健全性の診断結果の分類

に関する告示」（平成２６年国土交通省告示第４２６号）に従い点検結果に基づ

いて診断された、道路構造物の健全性の４段階の区分をいう。 
６ この要綱において「対策」とは、構造物の修繕、更新、撤去をいう。 
７ この要綱において「道路メンテナンス事業」は、各地方公共団体が策定する長

寿命化修繕計画に基づき、各構造物に対して実施される点検、対策及び長寿命化

修繕計画の策定及び更新事業をいう。 
 
第３ 国の補助等 

  国は予算の範囲内において、道路メンテナンス事業を行う地方公共団体に対し、

当該事業に要する費用について、「道路局所管補助金等交付申請について」（平成１

３年３月３０日付け国道総第５８９号道路局長通知）（以下「道路局長通知」という。）



 

 

 

の別表１に定める負担率又は補助率に基づき、負担又は補助することができる。 
 
第４ 事業要件 

  「第３ 国の補助等」の事業要件は次に定めるものとする。 

  １ 点検を実施し、その診断結果が公表されている構造物であって、地方公共団体

が策定する長寿命化修繕計画に基づいて実施される、次のいずれかに該当する

事業及び長寿命化修繕計画の策定・更新にかかる事業であること。 

(1) 構造物の性能・機能の維持・回復・強化を図る修繕 

(2) 構造物の架替えや付替えなどにより、性能・機能の維持・回復・強化を図

る更新 

(3) 複数の構造物において、その性能・機能を一部の構造物に集約することに

伴い実施する他の構造物の撤去（集約先の構造物に係る対策等を実施する場

合に限る）、または横断する道路施設等の安全の確保のために実施する構造

物の撤去（改築または修繕と同時に実施する場合に限る）） 

(4) 道路メンテナンス事業の実施に必要な点検 

なお、上記(1)から(4)に該当する事業の実施にあたっては、新技術等の活用の

検討を行い、費用の縮減や事業の効率化などに取り組むこと。 
 
第５ 長寿命化修繕計画の策定 

１ 地方公共団体は、点検を実施し、その結果を踏まえた概ね５年の長寿命化修繕

計画を構造物毎に策定するものとする。また、新たな点検結果を得た場合は、計

画の見直しを行い、長寿命化修繕計画の更新を行うものとする。 
２ 長寿命化修繕計画には、次に掲げる方針及び事項を定めるものとする。 

（１） 計画全体の方針 
・老朽化対策における基本方針 
・新技術等の活用方針 
・費用の縮減に関する具体的な方針 

（２） 個別の構造物ごとの事項（一覧表形式等で整理） 
・構造物の諸元 
・直近における点検結果及び次回点検年度 
・対策内容 
・対策の着手・完了予定年度 
・対策に係る全体概算事業費 

３ ２（１）の「費用の縮減に関する具体的な方針」において、橋梁や横断歩道橋

については集約化・撤去等を含め検討し記載するものとする。 
 



 

 

 

第６ 道路メンテナンス事業実施計画の提出について 

  １ この要綱により国の補助を受けて、道路メンテナンス事業を実施しようとする

地方公共団体は、あらかじめ策定する長寿命化修繕計画に基づき、年度毎に構造

物毎の老朽化対策の道路メンテナンス事業実施計画（以下「実施計画」という。）

を定め、国土交通大臣に提出するものとし、当該実施計画を変更した場合も同様

とする。 
    この際、当該地方公共団体が市区町村（指定市を除く。）の場合は、都道府県

を経由して行うものとする。 
２ 実施計画の提出については、補助金等の交付申請等にあたって添付することを

もって提出したものとみなす。 
３ 実施計画は別紙様式により、次に掲げる事項を定めるものとする。 

（１） 事業主体 
（２） 長寿命化修繕計画名 
（３） 当該年度における対策事業費及び国費 
（４） 事業種別 
（５） 構造物名 

 
第７ 国庫債務負担行為の取扱い 

１ 国庫債務負担行為を設定して行う補助事業については道路局長通知に基づき、

交付申請、交付決定の変更申請、交付決定の廃止申請を行うときは、設定された

限度額及び年割額に沿って、当該補助事業に各年度の年割額の補助金を充当する

ことが明らかになるよう、国土交通大臣あてに提出する歳出予算に基づく申請書

において、当年度年割額のある箇所については、摘要欄に国庫債務負担行為の設

定年度及び年割額を記載するものとする。 

２ 国庫債務負担行為を設定して行う補助事業について、国庫債務負担行為の設定

期間の初年度に限度額及び年割額に変更の必要が生じた場合は、速やかに国と協

議し、交付決定の変更に係る所定の手続を行うものとする。 

 

第８ 補助金の交付申請等 

１ 補助金の交付申請等の取扱いは、「道路局所管補助金等交付申請の取扱いにつ

いて」（平成１３年３月３０日付け国道総第５８８号道路局長通知）及び道路局

長通知によるものとする。なお、申請にあたっては実施計画を添付し、提出する

ものとする。 

２ 補助事業の実績報告の取扱いは、「道路局所管国庫補助事業等の実績報告書に

ついて」（昭和５９年５月２２日付け建設省道総発第１６６号建設省道路局長通

知）によるものとする。 



 

 

 

３ 本要綱による補助金に係る「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」

（昭和３０年法律第１７９号）第 7 条第 1 項第 1号の規定による軽微な変更の範

囲は、費目間の流用で交付決定単位ごとの交付決定額に変更の生じないものとし、

同項第 3号の規定による軽微な変更の範囲は、対象道路の新設又は廃止を伴わな

い内容の変更で交付決定単位ごとの交付決定額に変更の生じないものとする。 

４ 構造物の撤去の取扱いは「道路局所管補助事業等に係る財産処分承認基準につ

いて」（平成２１年３月３１日付け国道総第２１３１号道路局長通知）に該当す

るものにあっては、同通知及び「道路局所管補助事業等に係る財産処分承認基準

について」（平成２１年３月３１日付け事務連絡）に基づく所定の手続きを行う

ものとする。 

５ 本要綱による補助事業の実施に関しては、この要綱によるほか、「補助金等に

係る予算の執行の適正化に関する法律」（昭和３０年法律第１７９号）、「補助金

等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令」（昭和３０年政令第２５５号）、

「国土交通省所管補助金等交付規則」（平成１２年総理府・建設省令第９号）及

び関連通知に定めるところによるものとする。 

 

附則（令和２年３月３１日付け国道国技第１５２号） 

１ この通知は、通知の日から施行し、この通知による規定は、令和２年４月１日から

適用する。 

２ 長寿命化修繕計画策定事業費補助制度要綱（平成１９年４月２日付け国道国防第２

１５号、国道地環第４３号）及び大規模修繕・更新事業費補助制度要綱（平成２７年

４月９日付け国道国防第２号、国道環安４号）（以下「旧要綱」という。）は、廃止す

る。ただし、令和元年度以前の予算に係る旧要綱に基づく事業（令和２年度以降の年

度に繰り越されたものを含む。）については、なお従前の例による。 
３ 第５第１項に基づく長寿命化修繕計画の策定については、令和４年度までに行うこ

ととする。令和４年度までに長寿命化修繕計画の策定がなされていない間は、経過措

置として第６第１項に基づく実施計画の策定、提出をもって、同様の扱いとする。 
 
附則（令和３年３月３０日付け国道メ企第３０号） 

１ この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 
２ 第４に基づく事業要件のうち、事業の実施における新技術等の活用の検討の規定に

ついては、本要綱施行の際、既に工事に着手しているなど工法・手法が決定している

事業は除く。 
 


